
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要】施設利用のみなさまへ 

社会体育施設・学校開放施設の 

利用料金・使用料改定のお知らせ 
 

 令和８年４月１日使用分から、利用料金・使用料を改定します。 

 市では、定期的に施設使用料の検証を行っています。今回の改定 

 では、賃金・物価高騰による経費の増加、また施設の利用者数の 

 低下等の影響を受けて、料金を引き上げる施設が多くあります。 

 利用されるみなさまにはご負担をおかけしますが、負担の公平性 

 についてご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。 

  ［改定例］ 

   ○ 体育館 半面 市内在住者等料金 １時間あたり 

     （旧）500 円 → （新）600 円 

   ○ グラウンド 全面 市内在住者等料金 １時間あたり 

     （旧）700 円 → （新）800 円 

   （一部施設を除く、施設別の詳細は別紙をご確認ください。） 
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